
【資料５】
令和４年４月１日付機構改革に伴う子育て部門の変更点

≪旧体制≫ ≪新体制≫
部名 課名 担当名 主な業務 部名 課名 担当名 主な業務

育成担当

子育て支援施策の企画及び調整
子どもの健全育成
児童手当など子ども関係手当
児童センター（館）に関すること

健全育成担当
子育て支援施策の企画及び調整
子どもの健全育成
児童センター（館）に関すること

家庭相談担当

子どもと家庭の総合的な相談支援及び調整
ひとり親家庭等への自立支援
要保護児童の支援
発達障がいの統括

児童福祉担当
児童手当など子ども関係手当
ひとり親家庭等への自立支援

子育て支援センター担当 子育て支援センターに関すること 子育て支援センター担当 子育て支援センターに関すること

保育担当 保育園に関すること 家庭相談担当
子どもと家庭の総合的な相談支援及び調整
要保護児童の支援

児童発達支援センター
つくし学園

つくし学園に関すること 発達支援担当
障がい児の支援
つくし学園、ふたば園に関すること

ふたば園 ふたば園に関すること 母子保健担当
母子の保健に関すること
保健センターに関すること

健康担当 健康づくりに関すること 幼児保育課 保育担当 保育園に関すること

母子保健担当 成人及び母子の保健に関すること

振興担当 スポーツ推進に関すること 成人保健担当 成人保健、健康づくりに関すること

施設担当 半田運動公園など施設に関すること 健康⾧寿担当 高齢者の保健事業、介護予防

振興担当 スポーツ推進に関すること

施設担当 半田運動公園など施設に関すること
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